
真岡市空家等解体費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第７

条の規定により定める真岡市空家等対策計画に基づき、管理不全な空家等の解消等に資するために交付

する真岡市空家等解体費補助金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする 。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法の定めるところによる。 

 

（補助対象空家等） 

第３条 補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」という。）は、特定空家等であって、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

  （１） 市内に存するもので、個人が所有するものであること。 

  （２） 法第２２条第３項の規定による命令の対象となっていないこと。 

  （３） 公共事業等の補償の対象となっていないこと。 

  （４） 故意に破損させたものでないこと。 

  （５） 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であ

っても、当該権利の権利者が当該空家等の除却に同意している場合は、この限りでない。 

  

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、個人であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(1) 補助対象空家等の所有者（登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者を

いう。以下同じ。）又はその相続人であること。 

(２) 所有権を有する者が２以上ある場合は、当該補助対象空家等の除却について、その全員の同意があるこ

と。 

（３） 補助対象空家等の所有者と当該補助対象空家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該補助

対象空家等の除却について、当該土地の所有者の同意があること。 

(４) 補助対象者及びその世帯員が市税等を滞納していないこと。 

(５) 真岡市暴力団排除条例（平成２４年条例第３２号）第２条第６号に規定する暴力団員等又は真岡市暴力団

排除条例施行規則（平成 24年規則第４０号）第 3条に規定する密接関係者でないこと。 

 

（補助対象工事） 

第５条 補助金交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象者が次の各号のいずれか

に該当する市内に事業所を有する者に請け負わせる補助対象空家等の除却工事とする。 

（１） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による建設業の許可を受けた者。ただし、土木工事業、

建築工事業又は解体工事業の許可に限る。 

（２） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条の規定による解体工

事業者の登録を受けた者 



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 

（１）第１０条に規定する補助金の交付決定前に着手した除却工事。ただし、緊急やむを得ない事情があると市

長が認めた場合は、この限りではない。 

（２）補助対象空家等の一部のみの除却工事 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象工事に要する費用とす

る。 

 

（補助金の額）  

第７条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）とし、５０万円を限度とする。 

 

(事前調査) 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、特定空家等に該当するかどう

かの事前調査を受けなければならない。ただし、法第２２条第１項の規定による助言又は指導を受けている

場合は、この限りでない。 

２ 前項の事前調査を受けようとする申請者は、特定空家等事前調査申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 現況写真（敷地全景及び建物２面以上） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、特定空家等に該当するかどうかを調査し、その結果を特定空

家等事前調査結果判定書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 

（交付申請） 

第９条 申請者は、補助対象工事の着手前に空家等解体費補助金交付申請書 (様式第３号)に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 位置図 

(２) 建物及び土地の登記事項証明書（未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納

税通知書の写しその他所有者又は相続人を確認できる書類） 

(３) 補助対象工事の見積書の写し 

(４) 共有者又は他の相続人がいる場合は、その全員の同意書 

（５） 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者の同意書 

(６) その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第１０条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、

空家等解体費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 



（変更申請等） 

第１１条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請の内容を変

更し、又は取り下げしようとするときは、速やかに空家等解体費補助金変更（取下げ）申請書 (様式第５号)

を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、空家等解体費補助金変更（取下げ）決

定通知書（様式第６号）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

  

（実績報告） 

第１２条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに、空家等解体費補助金実績報告書 (様式

第７号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象工事に係る工事請負契約書の写し及び領収書の写し 

(2) 工事写真（着手前、工事中及び完了後が確認できるもの） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、空家等解体費補助金額の確定通知書（様式第８号）により、 当該交付決定者に通知

するものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１４条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに空家等解体費補助金交付請求書（様式第９

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金

を交付するものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第１５条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消

し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は市長の指示に従わないとき。 

(3) 交付決定者が補助対象空家等の除却後の土地を適正に管理しないとき。 

 

（調査に対する協力） 

第１６条 交付決定者は、補助金の交付に関し、市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなけれ

ばならない。 

 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 



この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

改正文(令和 5年告示第 192号)抄 

令和５年１２月１８日から適用する。 


